
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№110】申告書第一表①欄の金額は、①のＡ欄、Ｂ欄

の金額のそれぞれ 1,000 円未満切捨て後の金額の合計

額と一致していますか（申告書第一表⑤欄又は付表２

－３⑬の各欄に記載がある場合、返還等対価の額に相

当する金額又は特定課税仕入れに係る支払対価の額が

加算されていますか。）。 

【№113】令和５年 10 月１日以後に行った課税資産

の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額（売上

税額）について、付表１－３②のＡ欄、Ｂ欄の金額を

適格請求書に記載のある消費税額を積み上げて計算

する方法（積上げ計算）により計算している場合、同

日以後に行った課税仕入れに係る消費税額（仕入税

額）について、⑩のＡ欄、Ｂ欄の金額を適用税率ごと

の取引総額を割り戻して計算する方法（割戻し計算）

により計算していませんか。 

【№115】課税売上高が５億円超又は課税売上割合が

95％未満であるにもかかわらず、課税仕入れに係る消費

税額を全額控除していませんか。 

【№111】非居住者から受け取る利子等（外国法人に対

する貸付金や外国債券から生じる利子等）の額がある

場合、その金額を③Ｃ欄に記載していますか。 

【№112】⑥Ｃ欄の金額には、次の金額を含めています

か。 

⑴ 有価証券の譲渡対価の５％相当額 

⑵ 土地等の譲渡対価の金額 

⑶ 受取利子の金額 

⑷ 集団投資信託の収益の分配金 

⑸ 従業員から受け取る社宅家賃等 

【№114】令和５年 10 月１日以後に行った課税仕入

れに係る消費税額（仕入税額）について、⑩のＡ欄、

Ｂ欄の金額を適格請求書に記載のある消費税額を積

み上げて計算する方法（積上げ計算）により計算して

いる場合、適格請求書発行事業者以外の者から行っ

た課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適

用を受ける仕入税額について、⑫のＡ欄、Ｂ欄の金額

を適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する方

法（割戻し計算）により計算していませんか。 

 


